
 じゃぶじゃぶ池利用の注意 

 じゃぶじゃぶ池では必ず、 に従ってください。 

 
 次の行為は、じゃぶじゃぶ池での禁止行為です。 
 
（１）じゃぶじゃぶ池内での飲食 
（２）壊れやすいおもちゃや混雑時の浮き輪の利用。 
（３）じゃぶじゃぶ池内や池の周りで走ること。 
（４）じゃぶじゃぶ池への飛び込み。 
（５）喫煙（公園敷地内禁煙） 
（６）その他危険な行為や他の利用者に迷惑となる行為。 

 

 

 利用の制限、禁止事項のほかに次のことも守ってください。 
  
（１）水分補給は、じゃぶじゃぶ池に飲み物をこぼさないように、水

から出て飲みましょう。 
（２）保護者の方は、日傘を差したままじゃぶじゃぶ池に入らないで

ください。子どもに傘が当たったら大変です。 
（３）保護者の方の衣服が、水に浸からないようにしてください。 
（４）ここに記載されていないルールについては、係員の指示に従っ

てください。 

禁止事項 その他 

 

次の条件に当てはまるとき 
じゃぶじゃぶ池を開放します。 

（１）天候不良でないこと。 
（２）気温２５度以上であること。 
（３）水温２３度以上であること。 
（４）気温と水温の合計が５０度以上であること。 
（５）遊離残留塩素濃度が概ね０．４PPM～１．０PPMであること。 
（６）強風で、砂ぼこりが激しくないこと。 
（７）光化学スモッグ注意報または警報が発令されていないこと。 
（８）PM2.5（微小粒子状物質）について、注意喚起情報が発令され

ていないこと。 
（９）暑さ指数が31℃に達した旨のA ﾒｰﾙが配信されていないこと。 
（１０） その他、使用に適さない状態でないこと。 

 

じゃぶじゃぶ池の開放条件 

 

 次の条件に当てはまる方は、じゃぶじゃぶ池の利用はできません。 
 
（１）オムツが普段からとれていない幼児（水遊びパンツ不可） 
（２）小学生以上の児童 
（３）水着を着用していない幼児（オムツ、水遊びパンツは不可） 
（４）高校生以上の年齢の保護者がいない幼児 
（５）水いぼ、とびひなどの皮膚病や手足口病などの人にうつる病気

にかかっている幼児や保護者 
（６）お酒を飲んでいる保護者 
（７）他人の迷惑となるおそれがあると認められる幼児や保護者 

 

利用の制限 


